
機密性2 参考資料３
（令和５年度船員災害防止実施計画（参考）より「船員の健康づくり宣言」に関する主な記載を抜粋）

（参考）

船員災害防止実施計画とは、船員災害の減少等を目的に５年ごとに作成される「船員災害防止基本計画」の具体的な実施を
図るため、国土交通大臣が諮問機関である交通政策審議会に意見を聴きながら毎年作成しているもの。


